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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
航空機用のランディングフラップ駆動システムであって、
前記ランディングフラップ駆動システムは、
ランディングフラップを駆動する第１駆動モータ（５０１）、
前記ランディングフラップを固定する１つのブレーキ装置、
前記ランディングフラップを駆動する１つのアクチュエータ（５０２）、及び
第１駆動モータ（５０１）を制御するモータ電子機器（５０３）、を有し、
前記アクチュエータは、第１駆動モータによって駆動され、
前記ランディングフラップ駆動システムが、前記ランディングフラップの１つのトラック
（５０９）に統合され、
前記第１駆動モータと前記ランディングフラップを駆動する第２駆動モータとの同期取り
が、前記第１駆動モータと前記第２駆動モータとの間に機械的な連結手段を用いることな
く位置センサを用いて電気的に行われる、ランディングフラップ駆動システム。
【請求項２】
前記ランディングフラップの動作速度を低減させる減速ギヤ装置をさらに備えた、請求項
１に記載のランディングフラップ駆動システム。
【請求項３】
前記位置センサが前記アクチュエータ、前記第１駆動モータ又は前記第２駆動モータに設
けられる、請求項１又は２に記載のランディングフラップ駆動システム。



(2) JP 4954195 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

【請求項４】
構造的な完全性を保証する安全荷重経路をさらに備え、
前記安全荷重経路は、構造的な故障の際に、前記ランディングフラップを保持するように
設計された、請求項１から３のいずれか１項に記載のランディングフラップ駆動システム
。
【請求項５】
前記ランディングフラップ駆動システムを航空機の翼に取り付けるための第１取付領域と
、
前記ランディングフラップ駆動システムを前記ランディングフラップに取り付けるための
第２取付領域と、をさらに備えた、請求項１から４のいずれか１項に記載のランディング
フラップ駆動システム。
【請求項６】
前記ランディングフラップ駆動システムをエネルギー供給部に接続する第１インターフェ
ース部と、
前記ランディングフラップ駆動システムを、該ランディングフラップ駆動システムの制御
用信号線に接続する第２インターフェース部と、をさらに備えた、請求項１から５のいず
れか１項に記載のランディングフラップ駆動システム。
【請求項７】
前記第１駆動モータが電気機械式モータである、請求項１から６のいずれか１項に記載の
ランディングフラップ駆動システム。
【請求項８】
前記トラック（５０９）が、請求項１から７のいずれか１項に記載のランディングフラッ
プ駆動システムを備えた、航空機用ランディングフラップのトラック。
【請求項９】
請求項１から７のいずれか１項に記載のランディングフラップ駆動システムを有する航空
機。
【請求項１０】
航空機において、請求項１から７のいずれか１項に記載のランディングフラップ駆動シス
テムを使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年４月１４日に提出した独国特許出願第１０　２００５　０１７　
３０７．１号及び２００５年４月１４日に提出した米国特許仮出願第６０／６７１，３８
６号の出願日の利益を請求し、これらの出願の開示内容をここに参照として援用する。
【０００２】
　本発明は、航空機用のランディングフラップ・システムに関する。特に、本発明は、航
空機用のランディングフラップ駆動システム、航空機用のランディングフラップのための
トラック（行路部）、同様のランディングフラップ駆動システムを備えた航空機及び航空
機のランディングフラップ駆動システムの使用法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　今日のランディングフラップ駆動システムは、一般的に言って、駆動ステーションへの
中央シャフト・トランスミッションを有する中央駆動部を備える。これらとは別に、冗長
性を理由に、２つのシャフト装置を含む解決策もあり、この場合、左翼及び右翼のフラッ
プはともに機械的に連結される。これらは、翼に沿って配分される個々の駆動ステーショ
ンにおいて、動力取り出し装置から局所的に分かれるように機械的な駆動特性が生じる駆
動システムである。
【０００４】
　中央駆動装置を有するランディングフラップ・システムにおいて、駆動モータは、航空
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機の胴体に位置する。機械的な駆動出力は、それぞれの駆動ステーションのアクチュエー
タに対して、中央シャフト装置を介して供給される。これらのアクチュエータは、線形駆
動装置又は回転駆動装置である。シャフト装置は、胴体から、外側のランディングフラッ
プにかけて設けることを要するので、構造的貫通部、方向転換ギヤ装置及び自在継手又は
カルダン継手が必要である。このようなシステムの最終組立にはかなりの据付費用がかか
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、航空機用の改良されたランディングフラップ駆動システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の例示的実施形態によると、航空機用のランディングフラップ駆動システムが提
供され、これはランディングフラップを駆動する第１駆動モータを備えており、ランディ
ングフラップ駆動システムは、ランディングフラップのトラックに統合される。
【０００７】
　駆動システム全体をトラックに集積することによって、航空機におけるランディングフ
ラップ駆動システムの取付及び統合を、非常に容易に行える。さらには、製造費用又は据
付前の費用を低減でき、その理由は、トラックの最終組立前に工場で、全ての駆動構成要
素を前もってトラックに集積化できるからである。
【０００８】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ランディングフラップ駆動システムは、ランデ
ィングフラップの動作速度を低減させる減速ギヤ装置をさらに備える。
【０００９】
　こうして、最適動作点を、選択したモータ速度に応じて選択できる。
【００１０】
　本発明の別の実施形態によると、ランディングフラップ駆動システムは、ランディング
フラップを駆動するための第２駆動モータをさらに備える。
【００１１】
　こうして、システムの安全性をさらに高め、故障のリスクを最小限に抑えることができ
る駆動上の冗長性が与えられる。さらにまた、例えば、相当な負荷を受ける場合に、第２
駆動モータには、駆動特性を高めるため、必要に応じて電源を投入できる。
【００１２】
　本発明の別の実施形態によると、ランディングフラップ駆動システムは、ランディング
フラップを固定するためのブレーキ装置をさらに備える。
【００１３】
　このブレーキ装置は補助的に使用でき、該装置は、ランディングフラップに作用する圧
縮力を吸収し又は補償することで駆動モータの負担を軽減する。さらに、前記ランディン
グフラップをもはや動かす必要がない場合に、ブレーキ装置は、ランディングフラップの
最終的な設定に用いることができる。
【００１４】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ランディングフラップ駆動システムは、構造的
な完全性を保証するために安全荷重経路をさらに備えており、この安全荷重経路は構造的
な故障の際にランディングフラップを保持するように設計される。
【００１５】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ランディングフラップ駆動システムは、ランデ
ィングフラップを駆動するためのアクチュエータをさらに備えており、該アクチュエータ
は第１駆動モータによって駆動される。
【００１６】
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　このアクチュエータは、例えば、駆動モータとランディングフラップとの間に接続でき
るが、これはモータからフラップに駆動力を伝えるためである。例えば、アクチュエータ
は、フェイルセーフ（安全装置付）・スピンドルとして、又は、ロータリ（回転型）・ア
クチュエータとして設計できる。
【００１７】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ランディングフラップ駆動システムは、該ラン
ディングフラップ駆動システムを航空機の翼に取り付けるための第１取付領域と、ランデ
ィングフラップ駆動システムをランディングフラップに取り付けるための第２取付領域を
さらに備える。
【００１８】
　こうして、トラックに統合されるランディングフラップ駆動システムが航空機の翼上で
の第１取付領域に付設されるという点において、最終組立中、ランディングフラップ駆動
システムの取付に必要な労力を大幅に軽減できる。基本的には、これを上回る大掛かりな
取付作業を不要にできる。第２取付領域では、ランディングフラップ駆動システムを単に
ランディングフラップに接続でき、これによりランディングフラップを動作させることが
できる。
【００１９】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、ランディングフラップ駆動システムは、該シス
テムをエネルギー供給部に接続するための第１インターフェース部と、ランディングフラ
ップ駆動システムを、該ランディングフラップ駆動システムの制御用信号線に接続するた
めの第２インターフェース部をさらに備える。
【００２０】
　本発明のこの例示的実施形態によれば、インターフェース部を、同様にして、事前組立
により又は据え付け前に取り付けることができ、これにより、最終組立中、ランディング
フラップ駆動システムに対する供給ライン又は信号線の接続だけが、作業に必要な全てで
ある。
【００２１】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、第１駆動モータと第２駆動モータとの同期が電
気的にとられ、その際、第１駆動モータと第２駆動モータとの間に機械的な連結手段を設
ける必要がない。
【００２２】
　さらに、本発明の別の例示的実施形態によれば、さまざまなランディングフラップ駆動
システム間の同期、あるいは、異なるランディングフラップ駆動システムにそれぞれ帰属
する駆動モータ間の同期がもたらされ、このような同期については、異なるランディング
フラップ駆動システムの機械的な連結手段を用いることなく、電気的に行われる。
【００２３】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、第１駆動モータは電気機械式モータである。
【００２４】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、航空機用ランディングフラップのためのトラッ
クが開示され、該トラックは統合されたランディングフラップ駆動システムを備える。
【００２５】
　このランディングフラップ駆動システムは、例えば、トラックの最終組立前に、トラッ
クに統合することができる。このようなトラックへの完全な統合によって、組み立てに必
要な労力を大幅に減らすことができる。機体及び翼の後縁部を通る構造的な貫通部や、シ
ャフト装置においてこれに付随する方向転換ギヤ、自在継ぎ手（これらは中央駆動式のラ
ンディングフラップで必要とされる）を設ける必要がなくなる。最終組立の間、全システ
ム構成要素を装備したトラックを、翼の下に取り付けるとともに、供給ライン及び信号線
、そして、フラップ構造体に接続することを要するだけである。さらにまた、冗長な駆動
部を翼の後縁部に取り付ける際の設計スペースの問題については、上記のように解決でき
る。
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【００２６】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、統合化されたランディングフラップ駆動システ
ムを有する航空機が提供される。
【００２７】
　本発明の別の例示的実施形態によれば、航空機における、統合化されたランディングフ
ラップ駆動システムの使用方法が提供される。
【００２８】
　本発明の別の例示的実施形態については、従属請求項に記載されている。
【００２９】
　以下では、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。図に係る
以下の説明において、同じ参照符号は、同一又は同様の構成要素に使用する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１は、ランディングフラップ・システムの概略図を示す。今日のランディングフラッ
プ駆動システムは、一般的に言って、機体に配置される中央駆動部１０１及び中央シャフ
ト装置１０２を備える。この中央シャフト装置１０２は、モータ１０１から個々のランデ
ィングフラップ１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８まで駆動力を伝達する
ために用いる。これは、大掛かりな取付作業（例えば胴体の貫通）を必要とする。
【００３１】
　図２は、別のランディングフラップ・システムの概略図を示す。図２に示すように、こ
の装置構成では、２つのシャフト装置１０２、２０２が冗長性を理由に設けられてきた。
ここで、左翼のフラップ１０６、１０７及び右翼のフラップ（図２に示していない）は互
いに機械的に連結される。
【００３２】
　図１及び図２に示すランディングフラップ・システムは、機械的な駆動特性（モータ装
置２０１を用いる）が、翼に沿って配分される個々の駆動ステーションの動力取り出し装
置から局所的に分離される駆動システムである。
【００３３】
　図３は、個々の駆動部３０１、３０２及び連結シャフト３０３及びブレーキ装置３０４
を有するランディングフラップ駆動システムの概略図を示す。この装置構成において、内
側寄り及び外側寄りのランディングフラップは、互いに独立して移動できる。この解決策
では、フラップ部分の冗長な駆動部をシャフト部（図３参照）によって連結できるか、あ
るいは、各駆動ステーション４０１、４０２では独立の駆動部３０１、３０２（図４参照
）によって駆動できる。
【００３４】
　参照符号３０５、３０６は、ＲＡフラップの駆動リンクトラック２又はトラック１を示
す。
【００３５】
　中央駆動部装置を有するランディングフラップ・システムの場合、駆動モータは、航空
機の胴体に位置する。機械的な駆動特性は、中央シャフト装置によってアクチュエータに
与えられ、該アクチュエータは、例えば、リニア（線形）・アクチュエータ又はロータリ
（回転型）・アクチュエータの形状に設計されて、それぞれの駆動ステーションと関連す
る。シャフト装置は、機体から外側のランディングフラップへと通じることを要するので
、構造的な貫通部、方向転換用ギヤ装置及び自在継手が必要である。このようなシステム
の最終組立にはかなりの据付費用がかかる。
【００３６】
　個別的な駆動は、この状況を大幅に改善できるが、その理由は、これによって中央駆動
装置の大半部を用いなくても済むからである。さらに、個別的な駆動によって、改善され
た機能的な柔軟性というオプションを提供できる。
【００３７】
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　例えば、本発明の例示的実施形態によれば、ドライブ同士の間にシャフト装置を設ける
必要がない。良好なシステム可用性及び高いシステム安全性を得るために、冗長な駆動部
を、個々のランディングフラップ又はランディングフラップ群のために設置できる。翼の
後縁部又は機体中央に駆動部を据え付けることは、取付上の問題及び取付費用の上昇をも
たらす（例えば、翼の後縁上の設計空間が制限され、又は、対応する貫通部等を設ける必
要があるという理由による。）ので、基本的に、駆動システム全体が航空機のトラックに
統合される。さらには、このことによって、全ての駆動部品をトラック内に予め統合する
ことができる。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施形態による、ロータリ・アクチュエータを有する、トラックに
統合したランディングフラップ駆動システムの側面図５０５及び平面図５００を示す。図
５に示すように、ランディングフラップ駆動システムは、ランディングフラップ１０７を
作動させる第１駆動モータ５０１を備える。この装置構成では、ランディングフラップ駆
動システムが、ランディングフラップ１０７のトラック５０９内に、完全に統合される。
モータ装置５０１は、モータ電子機器５０３を用いて制御される。このモータ電子機器５
０３は、これに対応するインターフェースを用いて、ランディングフラップ駆動システム
の制御用信号線に接続される。さらに、ランディングフラップ駆動システムをエネルギー
供給部に接続するためのインターフェース部が設けられている。供給インターフェース部
及び信号ライン・インターフェース部は、例えば、供給接続部５０４に配置することがで
き、これはトラック５０９の最終取付の間、航空機の翼において対応する反対側のインタ
ーフェース部に接続される。
【００３９】
　さらにまた、アクチュエータ５０２が設けられ、これはロータリ・アクチュエータ５０
２の形態で設計される。この装置構成において、アクチュエータ５０２はモータ装置５０
１によって駆動されるが、該アクチュエータ５０２は、リンク５０７と連動して、対応す
る機械的操作手段５０６によりランディングフラップ１０７を動かす。
【００４０】
　図５の平面図５００に示すように、さらに、安全荷重経路（ｓａｆｅｔｙ　ｌｏａｄ　
ｐａｔｈ）５０８が設けられており、これは構造的な完全性を保証するために用いられる
。例えば、安全荷重経路５０８は、ランディングフラップ駆動システムの構造的な故障が
起きた場合に、ランディングフラップ１０７がその位置で保持されるように設計できる。
【００４１】
　本発明の例示的実施形態によると、ランディングフラップ駆動システムは、個々の電気
機械的駆動部５０１を備える。この装置構成では、ランディングフラップ駆動システムは
、駆動モータ５０１と、（必要であれば）減速ギヤ装置（例えば、ロータリ・アクチュエ
ータ５０２に統合される）と、アクチュエータ５０２と、ブレーキ装置（例えば、駆動機
構５０６の一部を構成する）と、安全荷重経路５０８と、センサ及びモータ電子機器５０
３と、を備える。
【００４２】
　要求される可用性に応じて、１個又は２個のモータを、各駆動ステーションに用いるこ
とができる。また、追加のモータをさらに提供できるが、これは冗長度を高めることでシ
ステムの安全性を高め又は出力を増加させるためである。最適な動作点で選択されるモー
タ速度に応じて、例えば、減速ギヤ装置が設置される。ランディングフラップ駆動システ
ムを設定するために、ブレーキ装置を設けることができる。この装置構成において、減速
ギヤ装置とブレーキ装置はともに、トラック５０９内に統合される。例えば、自動ロック
動作のブレーキ装置又はギヤ／アクチュエータを使用できる。構造的な完全性を保証する
ための安全荷重経路５０８が必要である場合、この安全荷重経路５０８もまた、トラック
５０９内に統合できる。
【００４３】
　システムの詳細な設計事項がシステムの必要条件、例えば可用性、機能の柔軟性等に依
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存するとともに、他の境界条件、例えば、各フラップ部についてのトラック数等に依存す
ることに注意を要する。
【００４４】
　統合化されたランディングフラップ駆動システムを有するトラック５０９と、航空機又
はそのランディングフラップの翼とのインターフェース部は、トラックを翼に取り付ける
ために第１取付領域５１０の形態とされた構造的な取付部と、ランディングフラップ駆動
システムをランディングフラップに接続するために第２取付領域５０６、５０７の形態と
された接続部によって与えられる。さらにまた、エネルギーを駆動部５０１及び信号線５
０４に供給するインターフェース部が設けられている。当然ではあるが、第１取付領域は
、トラック５０９上の別位置に配置することもできる。
【００４５】
　ランディングフラップ部のトラック５０９の駆動部５０１の同期取りについては電気的
に行われる。本発明の一実施形態によれば、そのために、第１駆動モータ５０１と第２駆
動モータとの間に機械的な連結手段は一切設けられていない。
【００４６】
　例えば、同期取りの目的で、位置センサをアクチュエータ５０２、モータ５０１又は機
械的操作要素５０６に設けることができ、これは、位置決定を行うためである。これらの
センサは、例えばモータ電子機器５０３に接続するとともに、モータ電子機器に統合可能
とされる、対応する評価回路装置に接続できる。これにより、異なるモータ装置５０１同
士の機械的な連結を必要としなくなる。
【００４７】
　図６は、フェイルセーフ・スピンドル駆動装置６０２を有する、トラックに統合したラ
ンディングフラップ駆動システムについて、別の例示的実施形態を示す。つまり、ランデ
ィングフラップ駆動システムの側面図５０５及び平面図５００を示す。
【００４８】
　図６に示すように、この場合、フェイルセーフ・スピンドルがアクチュエータとして選
定されることで、安全荷重経路を付加する必要がない。
【００４９】
　図７は、単一のスピンドル駆動部を有する、トラックに統合したランディングフラップ
駆動システムの一実施形態を示しており、別の安全荷重経路５０８が、ギヤ歯列の形態で
トラック５０９に配置されている。システム故障を受けた場合に、安全荷重経路５０８は
ランディングフラップを保持することができる。なお、別の実施形態が可能である点に留
意する必要がある。基本的な原理は常に、トラック５０９内又はその上に配置される、駆
動システムの全構成要素から構成できる。
【００５０】
　トラック５０９への完全な統合により、据付費用を大幅に低減できる。さらに、機体や
翼の後縁部を通る構造的貫通部（中央駆動式のランディングフラップにおいて必要とされ
る）を設ける必要がなくなり、また、シャフト装置の方向転換ギヤ及び自在継手も不要と
なる。最終組立中、全てのシステム構成要素を備えたトラックを、翼の下に取り付けると
ともに、これを供給ライン、信号線及びフラップ構造体に接続すれば済む。さらには、冗
長な駆動部を翼の後縁部に取り付ける場合に、取付スペースを見出すという課題について
は、上記のように解決できる。
【００５１】
　なお、「備える」という語は、その他の要素又はステップを排除せず、また、「１つの
」は、複数を排除しないことを指摘しておく。さらに指摘すべきことは、前記実施形態の
１つを参照して述べた特徴又はステップを、他の前述の実施形態の異なる特徴又はステッ
プと組み合わせて使用できることである。請求項における参照符号は、限定の意味に解す
べきでない。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
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【図１】典型的なランディングフラップ・システムを示す概略図である。
【図２】別のランディングフラップ・システムを示す概略図である。
【図３】個々の駆動部及び連結シャフトを有するランディングフラップ駆動システムを示
す概略図である。
【図４】連結シャフトをもたない個々の駆動部を有するランディングフラップ駆動システ
ムを示す概略図である。
【図５】本発明の一実施形態による、トラックに統合したランディングフラップ駆動シス
テムを示す側面図及び平面図である。
【図６】本発明の別の実施形態による、トラックに統合したランディングフラップ駆動シ
ステムを示す側面図及び平面図である。
【図７】本発明の別の実施形態による、スピンドル駆動部及び歯列ブレーキを有する、ト
ラックに統合したランディングフラップ駆動システムを示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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